
※ 都市計画法第３４条の規定、提案基準の規定に注意

開発の適用条文フロー

平成２２年９月１０日作成

※「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物を建築する行為の取扱基準」平成２１年１０月１日施行

６０条証明

区画形質の変更がない 農家住宅等、法第２９条第１項第２号、第３号の建築

用途の変更がない

法４２条許可 法２９条許可 ６０条証明

新 築

形質の変更がない

法４３条許可

同一規模の改築・増築（既存床面積の２倍まで）

同一敷地内

用途変更がない（属人性注
意）

６０条証明 法４３条許可 法２９条許可法２９条許可 法２９条許可

物置等附属建築物

既存建築物のある敷地

６０条証明 法４３条許可

はい いいえ

はい いいえはいいいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい

いいえ はい

いいえ

いいえ はい

はい

はい いいえ

いいえ

はい いいえ

はい いいえ

市 街 化 区 域
(1,000㎡以上)

法２９条許可

開 発 区 域 内

市街化調整区域

６０条証明

はい いいえ

※単なる形式的な区
画の分割又は統合

６０条証明

はいいいえ

※単なる形式的な区
画の分割又は統合

※単なる形式的な区
画の分割又は統合

区画形質の変更がない


